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第１回天理市総合教育会議  

 

日 時 平成27年６月４日（木）午後３時30分  

場 所 天理市役所４階特別会議室  

 

次    第  

○開会  

 

○市長挨拶  

 

○委員紹介  

 

○会議の公開、議事録の公表  

 

○案件  

 １．総合教育会議について  

 ２．教育大綱について  

 ３．その他について  

  

○閉会  
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第 １ 回 天 理 市 総 合 教 育 会 議 

配 布 資 料 一 覧 

 

資  料  名  資料頁  

天理市総合教育会議委員名簿  ３ 

第１回総合教育会議席次表  ４ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜

粋）  
５ 

天理市総合教育会議傍聴規程  ７ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律（概要）  
10 

天理市教育大綱策定についての事務局案  12 

平成27年度天理市教育方針  13 

教育大綱スケジュール（案）  17 

他市町村教育大綱  18 

 

 

 

 



役 職 氏 名 備考

天理市長 並 河 健

教育長 森 継 隆

教育委員会委員 田 中 久 善

教育委員会委員 中 嶋 孝

教育委員会委員 名 倉 幸 子

教育委員会委員 前 川 喜 太 郎

事務局 市長公室総合政策課企画室

天理市総合教育会議委員名簿

- ３ -



森継教育長 中 嶋 委 員

田 中 委 員 名 倉 委 員

前 川 委 員

副市長（藤井）

事務局（山中） 事務局（木村）

教委（竹株） 事務局（上村）

教委（冬木） 事務局（葛本）

学校教育（吉岡） 教委総務（西岡）

学校教育（新居﨑） 教委総務（土田）

【特別会議室】

天理市総合教育会議  席次表

（東）

並 河 市 長

出
入
口

出
入
口

（西）

- ４ -
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律（改正後） 

 

（大綱の策定等） 

第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第 17条第１項に規定する基本的な方針

を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興

に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

次条第１項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

４ 第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第 21条に規定する事務を管理し、又は

執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

 

（総合教育会議） 

第１条の４ 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項につ

いての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、

総合教育会議を設けるものとする。 

一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化

の振興を図るため重点的に講ずべき施策 

二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれ

があると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 

２ 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 地方公共団体の長 

二 教育委員会 

３ 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。 
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４ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するとき

は、地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招

集を求めることができる。 

５ 総合教育会議は、第１項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係

者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができ

る。 

６ 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めると

き、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要がある

と認めるときは、この限りでない。 

７ 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定める

ところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。 

８ 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該

構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。 

９ 前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育

会議が定める。 
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天理市総合教育会議傍聴規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律（平成 26 年法律第 76 号）第１条の４の規定に基

づき設置される天理市総合教育会議（以下「総合教育会議」という。）

の傍聴の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（傍聴の手続） 

第２条 会議を傍聴しようとする者は、天理市総合教育会議傍聴申出

書（様式第１号）に住所及び氏名を記入しなければならない。  

（傍聴の定員及び制限） 

第３条 会議の傍聴人の定員は、20 人とする。傍聴席が満員となった

ときその他必要があるとき、市長は、傍聴を制限し、又は拒絶する

ことができる。 

（傍聴席に入ることができない者） 

第４条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。  

(１) 銃器その他危険なものを持っている者  

(２) 酒気を帯びていると認められる者  

(３) 異様な服装をしている者  

(４) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っ  

ている者 

(５) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者  

(６) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を  

及ぼすと認められる者  

２ 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、市長

の許可を得た場合は、この限りでない。  

（傍聴人の守るべき事項）  

第５条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。  

  (１) 会議における発言に対して拍手その他の方法により公然と



 

- 8 - 
 

可否を表明しないこと。  

(２) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。  

(３) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。  

(４) 帽子、がいとう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気

その他の理由により会長の許可を得たときは、この限りでない。 

(５) 飲食又は喫煙をしないこと。  

(６) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。  

(７) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の

妨害となるような行為をしないこと  

（撮影及び録音等の禁止） 

第６条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音

等をしてはならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限り

ではない。 

（職員の指示） 

第７条 傍聴人は、総合教育会議の事務局職員の指示に従わなければ

ならない。 

（違反に対する措置）  

第８条 傍聴人がこの規程に違反するときは、市長はこれを制止し、

その命令に従わないときは、これを退場させることができる。  

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、傍聴の実施に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成 27 年６月１日より施行する。 



様式第１号 

- 9 - 
 

天理市総合教育会議傍聴申出書 

                       

                      平成   年  月  日  

氏 名 住 所 
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天理市教育大綱策定についての事務局案 

 

 

１．内容  平成 27年度天理市教育方針（資料７）の４つの基本方針を軸に第

２期教育振興基本方針を参酌しつつ、天理市総合戦略の考え方を盛

り込む内容で調整する。 

 

２．形式  数十ページにわたる文章主体のものではなく、Ａ３の表裏程度の

分量で、要点を書き出した見やすいものを想定している。参考資料

参照。 

 

３．対象期間  終期を平成 31 年度末とする。始期については、平成 27 年度

当初とするか、平成28年度当初とするかは、議論の結果とする。 

 

４．策定体制  原案は事務局で作成する。なお、作成にあたっては教育総務

課、学校教育課、生涯学習課、児童福祉課、文化振興課、スポ

ーツ振興課など関係所管と打合せを行う。 

 

５．スケジュール 資料８参照。 

 

 











27 28
年 年
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

　・立上げ 　・大綱議論 　・大綱確認 　・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ対応 ・実行体制
　・大綱方向性 　 　・大綱合意

　・新年度予算

教
育
委
員
会

事
務
局

（
市
長
部
局

）

（案）修正 パブコメ

総
合
教
育
会
議

◆第１回 (予備日程）

打
合
せ
等

〇対第１回
　打合せ

〇修正
（案）すり合
せ

〇対第４回
　打合せ

〇（案）すり
　合せ

〇対第２回
　打合せ

〇予備

〇対第３回
　打合せ

公表？
（4月）

◆第２回 ◆第３回

大綱（案）
作成作業

大綱（案）
作成作業

「町から町へ」
（10月1日号）
原稿締切
８月31日

◆第５回

平成28年度
教育方針策
定（案）修正

◆第４回

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ(案)
作成

議会報告 公表？
（12月）
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